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商用利用許諾範囲について 

『バジョカフォント Pro 4 書体パック』『バジョカフォント 7 書体パック』の商用利用許諾例です。さらに詳しくお知りになりたい場合は

クレオインフォメーションセンター迄お問い合わせ下さい。 

 

利用方法の例 可/不可 

（１）広告、カタログ、チラシ、DM、POP 等の紙媒体印刷物及び PDF ファイルでの利用 ○ 

（２）ホームページ、Web バナー等のデジタル媒体での利用 ○ 

（３）商品パッケージ、ラベル等への利用 ○ 

（４）看板(電飾含む)、のぼり等の屋外広告での利用 ○ 

（５）プロモーションビデオ、CF、映画、アニメ等の映像媒体での利用 ○(※1) 

（６）アプリケーション、ゲーム等のソフトウエアでの利用 ○(※2) 

（７）印章及び表札等での利用 △(※3) 

（８）フォントを利用して商標登録出願・意匠登録出願等をする行為 × 

（９）フォントそのもの又はフォントを利用した作成物のデータを販売又は配布等する行為 × 

○…利用可 △…別途契約が必要 ×…利用不可 

 

※1 プロモーションビデオ、CF、映画、アニメ等の映像媒体での利用   

プロモーションビデオ、CF、映画、アニメ等の映像媒体でご利用いただく場合は、作品内またはパッケージ等にクレオが定める権

利等に関するクレジット表記が必要となります。 

表記内容：©Bajoka.2009  ©CREO CO.,LTD.2009   

    

※2 アプリケーション、ゲーム等のソフトウエアでの利用   

アプリケーション、ゲームなどのソフトウエア作成する場合、   

①フォントの一部を画像化してご利用いただく場合は、作品内またはパッケージ等にクレオが定める権利等に関するクレジット表

記が必要となります。   

表記内容：©Bajoka.2009  ©CREO CO.,LTD.2009   

②全てのフォントを画像化してご利用いただく場合、フォントそのものをソフトウエアに組み込む場合、フォントそのものを他の形式

に変換してソフトウエアに組み込む場合は、事前に別途契約が必要になります。   

    

※3 印章及び表札等での利用   

購入者自身が自ら使用する印章及び表札等の作成にはご利用いただけますが、第三者への販売・配布等の商用目的でご利用い

ただく場合は、事前に別途契約が必要になります。   

    


